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NO.46
中札内村は「日本で最も美しい村」連合に

加盟しています。

主な記事　　　　　　　　　
　Con t e n t s

◆ちょっと待ってください！！

　「農振計画（農振法）」「農地
法」  …… P２

　農業者年金（新制度）

　「特例付加年金」 …………
………… P３

◆ 農業者年金に加入しませんか
？ …… P４

◆婚活!!

おびしんキューピット（結婚相談
所） … P5

◆大切なお知らせ…………P6



　 農 委 だ よ り第 46号 令和 6年 3月 25 日発行（2）

　農村地区に建物を建設する場合、「農振計画（農振法）」
や「農地法」の制限があるため、自分の土地であっても、
次の２つの手続きが必要となる場合がありますので、早
めに産業課及び農業委員会へご相談ください。

農振の
変更

農地転用
の許可

工 事
着 手

1 2

農地法での手続き（担当：農業委員会）
農地を農地以外の用途に使うことを「農地転用」といい、手続きが必要です。

※農地転用の手続きを行わないで建物を建てると農地法違反となります。

◎農地転用の手続きをするには
　農業委員会へ申請書および必要な書類を添付し提出してください。
　（書類の作成は、司法書士等に依頼することができます。）

◎農地転用の流れ
　＊建設予定地の面積が30a以下の場合

農業委員会へ書類の提出（毎月10日締め切り）
※休日の場合はその前の平日

農業委員会総会に諮る
（毎月25日前後） 許 可 許可が出るまで許可が出るまで約1か月約1か月

最大でおよそ最大でおよそ１か月半１か月半
※�転用面積が30aを超えている場合は、北海道農業会議への意見聴取が必要となり、約
２～３か月の時間がかかります。

●●●●●

農村地区に建物を建てる前に、農村地区に建物を建てる前に、
確認をお願いします！確認をお願いします！

ちょっと待ってちょっと待って
ください!!ください!!

【農業振興地域整備計画（農振法）受付スケジュール】

・軽微な変更
　　農地から農業用施設用地への１ha未満の変更。
・除外
　　農用地区域に指定された土地を、農業以外を
目的として利用しようとする場合。

・用途変更
　　農地（1ha以上）に、業務のために必要な格納庫
等の農業用施設を建設しようとする場合。

・編入
　　宅地（農用地区域に指定されていない土地）に格
納庫等の農業用施設を建設するなど。新たに農用
地区域に編入しようとする場合。

申請の種類 申請締切 手続き完了見込

第１回
軽微な変更

５月末
６月末

除外・用途変更・編入 ８月末

第２回
軽微な変更

８月末
９月末

除外・用途変更・編入 11月末

第３回
軽微な変更

11月末
12月末

除外・用途変更・編入 ２月末

第４回
軽微な変更

２月末
３月末

除外・用途変更・編入 ５月末

申請に必要な書類
●変更地の測量図面
●立面図　●平面図
●金額が確認できる見積書
●その他必要に応じた書類

計画変更（農振除外）する場合、土地の条件により除外できない場合があるほか、申請する土地の用途区分の
確認が必要となりますので、建物等を建設予定している場合、まずは産業課までご相談ください。

農振での手続き（担当：産業課）
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65歳から（60歳からの繰り上げ可）手続きが必要です
◎保険料の国庫補助金（政策支援加入）を受けていた方
◎60歳までの保険料納付済期間が20年以上ある方

▪農地（村外地含む）や畜舎等の名義変更
　�　自作する農地を60歳未満の後継者・第３者に対して、所有権を移転するか、10年以上の
期間を定めて貸付けることが必要です。農地については、農業委員会の許可が必要となり
ますので、期間（予定している裁定請求の６ヶ月前が目安）に余裕をもってご相談ください。
　�　また、借入している農地や畜舎等については解約や後継者への利用権設定が必要となり
ます。
　※�家族経営協定書の破棄又は経営関係部分から外れることが必要。法人構成員の場合は、
常時従事者（150日以上）たる構成員でなくなることが必要。従業員としての活動は可能。

▪諸名義の変更（裁定請求後、遅くても、最初の現況届を提出する時まで）
　�　農業共済、経営所得安定対策等交付金、農業所得の納税申告（青色申告等）、農業経営改
善計画（連名の場合は変更不要）

上記の要件を満たす方で、手続きを希望（ご自身の判断で受給開始時期を選択）される際は農
業委員会（☎67-2498）へお問い合わせください。

農業者老齢年金

特例付加年金

経 営 継 承
農地の贈与 後継者等後継者等

　農地と農地以外の地目が混在している場合は、農
地面積を確定させるために、測量や分筆、農業委員
会による地目の確認が必要となる場合があります。

農業者年金（新制度）農業者年金（新制度）
「特例付加年金」を受給するためには要件を満たした「経営継承」が必要です！！「特例付加年金」を受給するためには要件を満たした「経営継承」が必要です！！

ちょっと待ってください!!ちょっと待ってください!!

　
国
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全
国
で
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業
者
の
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や
耕

作
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棄
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す

　「あっせん」による売買・賃貸借は
すべて北海道農業公社を経由します。
農地の集約や耕作放棄地の解消等が
目的で、北海道農業公社に一本化さ
れます。
　ただし、農地法３条（相対）による
許可は、現行どおりです。

❷
人・農地プラン

（地域農業の将来のあり方）

地 域 計 画
（地域農業の将来のあり方

+目標地図）
10年後に目指す農地利用

❶

➡
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農業者年金に加入しませんか？農業者年金に加入しませんか？
　農業者年金は、１階層の部分の国民年金に加えて農業者の方が選択できる２階層部分の公的
年金であり、終身年金で社会保険料控除があるなど、メリットが多く安定した制度です。

　農業者年金とイデコは併用ができませんので、加入する際はメリットを踏まえながら加入をご検
討ください。

　農業者の方が選択できる２階部分の年金は「農業者年金」
「イデコ（確定拠出年金）」「国民年金基金」の３種類あり
ますが、今回は農業者年金とイデコの２つを比較しながら
紹介します。

農業者年金 イデコ 国民年金基金
国民年金

（階層のイメージ）

※�一般の保険会社の年金保険では加入者の支払った保険料の一部から保険会社の事務経費（人件費や施設費等）を負担してい
るのが一般的ですが、農業者年金は基金の事務経費について、加入者の方の負担はありません（国費で負担）

農　業　者　年　金 イデコ（確定拠出年金）
加入資格等 ●加入資格は、次の①～③をみたすこと

①�国民年金第１号保険者（保険料免除者
を除く）
②20歳以上～60歳未満
③年間60日以上農業従事
●任意脱退はいつでも可能
●保険料は、２万円～６万７千円
●�条件を満たせば月額２万円の保険料に
対して最大月額１万円の国庫補助有

●�加入資格は、60歳未満の国民年金被保
険者（保険料免除者を除く）

●�原則、途中脱退はできない（農業者年
金に加入すると強制脱退になる。）
●�保険料は、５千円～６万８千円（国民
年金１号被保険者（自営業者）の額）

年金等の種類 終身年金 ５～20年の有期年金（一部終身）又は一
時金（支給開始年齢までは受給不可）

運用方法 農業者年金基金が一元的に運用 多くの商品から加入者が選択

受給時期 原則65歳（65歳～75歳まで受給時期を
ずらすことが可能）
60歳～64歳の繰上請求が可能

原則60歳（60歳～70歳まで受給時期を
ずらすことが可能）

積立が元本割れした場
合の措置

65歳裁定時に元本割れした場合にマイナ
ス分を補う危険準備金（付利準備金）の
仕組みあり

元本割れした場合の措置なし

社会保険控除等の税制
面の措置

その年に支払った保険料の全額が「社会
保険料控除」の対象となり、経営主が払
った生計を同一にする配偶者や後継者の
保険料も合算して控除できる。

その年に支払った保険料の全額が「小規
模企業共済等掛金」控除の対象（本人の
掛金のみ）

死亡一時金の税制措置 死亡した場合は、死亡の翌月から80歳ま
での農業者老齢年金に相当する額が「死
亡一時金」として支給される。死亡一時
金は「全額非課税」

死亡した場合は、年金資産（持ち分）に
基づく死亡一時金が支給される。死亡一
時金は、退職手当等のみなし相続財産と
して「相続税」の課税対象

事務経費負担 事務経費（人件費や施設費等）国が支出※ 事務経費は加入者の掛金から支出

申込先 ＪＡ、農業委員会 各運営管理会社（銀行、信用金庫、証券
会社、保険会社等）

●農業者年金とイデコの主な違い
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お
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方
利
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ま
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ん
か
？

こちらから　
見てみよう！

　結婚を希望する男女を応援
するため、北海道で民間に委
託して開設されている結婚サ
ポートセンターです。
　「結婚したいけど、何から
始めたらいいかわからない」
など、お気軽にご相談してく
ださい。
　個別オンライン相談会の実
施、各市町村のイベント情報
などが掲載されています。

　帯広信用金庫が開設している結婚相談所で、十勝
管内在住者向けに、婚活支援事業を実施しています。
　会員制で、プロフィール、結婚相手の希望条件、
写真などを登録し、双方が会ってみたいとなれば、
おびしんキューピット事務局が１対１のお見合いを
セッティングしてくれます。また、最初のお見合い
の際、名前等の個人が特定できる情報は明かされず、
30分程度お話しした後、
別室で事務局から交際を
希望するか確認がありま
す。双方が希望した場合、
初めて名前等を教え合う
といった流れになってお
り、プライバシーの面で
気軽に参加することがで
きます。

おびしんキューピットおびしんキューピット北海道コンカツ北海道コンカツ
情報コンシェル情報コンシェル

農業者年金農業者年金
巡回相談会巡回相談会をを開催開催防風保安林の防風保安林の

効果について効果について

農地や生活を守る！

　２月14日、３年に一度開催している農業者年
金巡回相談会を、北海道農業会議から講師を招
き開催しました。
　当日は、60歳から64歳までの農業者年金受給
資格を有する方を対象に案内し19名が参加。
　個人別の受給予定額を見ながら、経営継承の
方法や留意点などについて分かりやすく説明を
受けました。

防風保安林は、
・強い風から農作物や住環境を守る
・�吹雪による視界不良や吹きだまりから道路や家屋
を守る
・風食、表土や肥料の喪失を防ぐ
・土煙による交通事故を防ぐ
・地温を高め、作物の成長を早める

「役に立つ防風林」をクリック

仮予約はこちらから!!

☎0155-67-7845（直通）
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過去の農業委員会だよりを
QRコードから

ご覧いただけます。

＜農地に関する各種申請手続き＞

毎月10日までにお願いします!
　農業委員会では毎月1回（原則として月の25日前後）
に総会を開催しています。農地の売買、貸し借り、転
用等の申請をする場合は、毎月10日（休日の場合は
前日）までに申請書を農業委員会へ提出してください

中札内村から
お知らせ

産業課 産業グループ産業課 産業グループからから

火入れの５日前までに許可申請を！

☎６７－２４９５

中札内村から
お知らせ

住民課 住民グループ住民課 住民グループからから
☎６７－２４９3

　現在、法律により野焼き行為は原則禁止されて
いますが、農業や林業を営む上でのやむを得ない
廃棄物の焼却（火入れ）は例外として認められて
います。ただし、無許可での火入れは、万一林野
に火が燃え移った場合、火災場所の特定が遅れ、
大規模な林野火災になりかねないため、村では火
入れに関する条例で森林の周囲１ｋｍの範囲内に
ある土地に火入れをする時には、火入れをする５
日前までに許可申請をしていただくこととしてい
ます。
　林野火災の防止のためルールを守って火入れを
していただくようご協力をお願いします。
□申請方法
　�　役場産業課へ申請書を提出してください。（申
請書は、産業課にあります）
□火入れで焼却が認められているもの
　�　農業や林業を営む上でやむを得ない豆がらや
伐採した木の枝などの廃棄物
　※�農業資材（すべての廃ビニールなど）の焼却
はできませんのでご注意ください。

ヒグマに注意！
　山菜採りが盛んな季節になりますが、ヒグマに
よる人身事故が各地で発生しています。
（注意事項）
・食べ物やごみは必ず持ち帰る
・一人で野山に入らない。
・野山では音を鳴らしながら歩く
・事前にヒグマの出没情報を確認する
・薄暗いときには行動しない
・熊のフンや足跡を見たら引き返す

農地所有者の皆様へ
農地のあっせんについて
ご協力ください

　あっせん（農業経営基盤強化促進法）によ
る売買や賃貸借を希望される場合は、次の点
にご協力ください。

（売買の場合）
・�現地調査の実施、測量・分筆が必要となる場合
がありますので、冬季の積雪を考慮し、夏頃ま
でにご相談ください。

（賃貸借の場合）
・�現地調査が必要となりますので、冬季積雪期を
考慮し、秋頃までにご相談ください。

締結（公告）
された地区名

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円） 件数

中札内全域 7,800 10,000 1,000 54

　令和５年１月から令和５年12月までに締結（公告）
された賃貸借における賃貸料水準（10a当たり）は、次
のとおりとなっています。

※平均額の百円未満は切捨て（公社賃貸除く）

農地賃貸料情報


